江戸川区すくすくスクール学童クラブ宅配弁当業務事業者募集要領
次のとおり、すくすくスクール学童クラブ（以下、「学童クラブ」）登録を利用している児童に、学校休業期間中（平日）の昼食用の弁当を提供する事業者（以下、「事業者」という）を選定するため、公募型プロポーザルを実施する。
1. 業務の概要
（１）業務内容  　　　

　　　事業者は、ウェブサイト上に宅配弁当受付サイト（以下、「専用サイト」という）を設け、専用サイトの登録手続きを行った学童クラブ登録の児童の保護者（以下、「利用者」という）からの弁当の注文を受け付ける。なお、弁当の受付および注文のキャンセル期限は、可能な限り履行日の前日17時までとし、弁当代金については、利用者が専用サイト上にてクレジット決済等の電子決済において事業者に直接支払いが行える方法とする。また、弁当の納品に際して事業者は、注文者の一覧とともに、指定された時間までに履行場所に届けるものとする。　　　
（２）契約について
　　　本事業は、事業者と利用者との間で契約締結されるものであり、本区が事業者もしくは利用者と契約を結ぶものではなく、また、費用を負担するものではない。
（３）履行期間
令和８年７月２１日（令和８年度夏休み）からの学校長期休業日（平日）

（４）配送方法

全６５か所の学童クラブに対し、可能な限り午前10時から午後12時までの間に、指定された業務実施場所に納品すること。
 (５) 予定数量
　　 約300食（1日あたり）
　　
２.  プロポーザル方式を採用する理由

本業務は、区立小学校内にある学童クラブ用の昼食を準備し、安全・確実に納品するものである。本業務にあたっては、児童が食することを考慮した品目の提供が不可欠であり、また、調理・保管・配送の際、衛生面と品質管理に万全を期さなければならず、事業者にはこれらを適切に対応できる履行能力が求められる。このため、業務遂行能力・実績等を比較審査して事業者を選定する必要があるため、プロポーザル方式により選定を行う。
３.  プロポーザルに参加できる者の資格

本業務に意欲と遂行能力を有する法人等であって、参加表明書提出日現在におい
て以下に挙げる要件をすべて満たす事業者を対象とする。
（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。

同条第２項による措置を現に受けていないこと。
（２）江戸川区から入札参加禁止又は指名停止を受けている期間中でないこと。
（３）国税及び地方税について未納がないこと。
（４）暴力団（江戸川区暴力団排除条例（平成24年7月江戸川区条例第37号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員もしくはその構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制の下にないこと
（５）江戸川区契約における暴力団等排除措置要綱（平成23年10月1日施行）に規定する入札参加除外措置を受けていないこと
（６）過去に官公庁における契約途中の業務解除がなされていないこと。（発注者の責による解除を除く。）
４.スケジュール

	　　　　
	内　容
	期　日

	１
	募集の公表
	令和８年３月２７日（金）～４月９日（木）

	２
	質問書の受付
	令和８年３月２７日（金）～４月２日（木）午後5時

	３
	質問書への回答
	令和８年４月７日（火）

	４
	参加表明書・応募書類の受付
	令和８年３月２７日（月）～４月９日（木）午後５時

	５
	映写用資料の受付
	令和８年４月１３日（月）～４月１７日（金）午後３時

	６
	プレゼンテーション実施
	令和８年４月２４日（金）

	７
	契約予定事業者の決定
	令和８年４月下旬頃


５.　質問の受付および回答

（１）質問受付期間
　　　令和８年３月２７日（金）～４月２日（木）午後5時まで必着

（２）受付方法
　　　メール kyouikusuishin@city.edogawa.tokyo.jp
      直接持参 教育委員会事務局教育推進課すくすくスクール係
　　　　　　　 江戸川区中央一丁目４番１号　江戸川区役所４階３番窓口

（３）質問方法

　質問は、メール送信の場合にあっては、件名を「【会社名】宅配弁当業務に関する質問」とし、メール本文に会社名、担当者名、連絡先を明記した上、質問書様式３を添付して（２）受付方法に示したメールアドレス宛に送信する方法により提出する。直接持参の場合にあっては、文書本文に会社名、担当者名、連絡先を明記した上、質問事項を記載し、提出するものとする。なお、電話、FAX又は口頭による質問は受け付けない。
※１　令和８年４月２日（木）午後５時必着とし、その時間以後に到着した場合は、受け付けない。
※２　本区は誤送信等の事故による責任は負わない。

（４）質問書への回答

　　　令和８年４月７日（火）予定

（５）回答方法

質問書への回答は区ホームページ https://www.city.edogawa.tokyo.jp/　上で公表により回答するものとし、口頭による回答及び再質問は受け付けない。回答にあたっては、質問をした事業者名は公表しない。また、意見の表明と解されるもの、質問内容が不明瞭なもの、その他本業務への公募に関する質問と解することができないものは、回答しない。

６.　提出書類の提出期間、提出先および方法

（１）提出期間
令和８年３月２７日（金）～４月９日（木）午後５時まで必着
（２）提出先

江戸川区教育委員会事務局教育推進課すくすくスクール係
　※場所・受付時間は上記５（２）参照

（３）提出方法

　　　直接持参または簡易書留郵便で郵送すること。（ファクシミリは不可）
（４）提出書類

　　　①参加表明書様式１　
　　　②会社概要（事業概要がわかるもの）
③「宅配弁当業務企画提案書」、正本１部　副本８部様式２

④「企画提案書」正本１部　副本８部任意
（内容、セールスポイント等の詳細および、専用サイトへ掲載予定の献立表（令和８年４月分）が掲載されているもの）
　　　⑤法人登記簿謄本
　　　⑥財務諸表（直近1か年分の貸借対照表および損益計算書の写し）

　　　⑦納税証明書（法人事業税、法人税、消費税及び地方消費税）
（５）注意事項
※１　各書類の体裁は、なるべくＡ４サイズに統一する。

※２　企画提案書任意の様式は、必ず表紙をつけること。
※３　企画提案書任意以外の提出書類は、原則として両面印刷とし、２枚以上にわたるものについては、１部ずつ左上にステープラー留めをする。

※４　正本には、会社名、代表者役職及び代表者氏名を表示し、代表者印を押印すること。

※５　副本には、会社名、代表者役職、代表者氏名、代表者印、ロゴ又はその他応募者を類推可能な情報を表示しないこと。
７. プレゼンテーションの開催
　 提出された企画提案書に対するプレゼンテーションを実施する。
（1） 開催日
令和８年４月２４日（金）
（2） 開催場所・時間
全ての応募事業者に対し書面にて通知（令和８年４月１０日（金）発送予定）
（３）プレゼンテーションで使用する企画提案書において、映写用の資料がある場合は、事前にメールにて資料を提出すること。
①受付期間
　　　令和８年４月１３日（月）～４月１７日（金）午後３時まで必着
②受付方法
　　　メール kyouikusuishin@city.edogawa.tokyo.jp
　件名を「【会社名】宅配弁当業務に関する映写用資料」とし、メール本文に会社名、担当者名、連絡先を明記し提出する。なお、資料には会社名、代表者役職、代表者氏名、代表者印、ロゴ又はその他応募者の特定・類推可能な情報を表示しないこと。
８. 提案内容の評価基準について
概ね次の事項を基準として、提案書の記載内容およびプレゼンテーションの内容
を選定委員会にて審査し、総合的に評価する。

（1） 業務意欲・業務理解

業務意欲が感じられ、児童に提供する弁当であることに対する理解があること。
（2） 業務実績

同種業務・類似業務の受注実績があり、本業務を履行できる実績があること。
（3） 実施体制
本事業の実施にあたり、信頼できる体制が確保されていること。

（４）弁当の内容
弁当の量や質などが児童に相応しいメニュー選定となっていること。
献立表には提供する宅配弁当の品書き、アレルゲン表示（特定原材料８品目）を記載すること。また、可能な限り原材料の表示にも努めること。
学童クラブ内での調理は不可能であるため、調理不要であり、常温での保存が可能な宅配弁当の提供が可能であること。
（５）品質管理能力
弁当の保管・配送における衛生面及び品質管理が適切であり、安全・確実な納品が可能であること。

（６）配送力

      配達可能な範囲が十分であり、適切に配送計画が立てられていること。
（７）価格・内容の妥当性

１人分あたり1食600円程度（税込）のメニューとして妥当性があること。

９．予定事業者の決定
　　審査基準に基づき算出した総合得点により、令和８年４月下旬に優れた提案者
として第１位優先協議者から第３位優先協議者まで決定する。審査の結果は、審
査を実施した全ての応募事業者に対して文書で通知する。
10．審査結果の公表
結果については、本区ホームページ(https://www.city.edogawa.tokyo.jp/)に
て公表する。なお、審査結果の詳細についての問い合わせなどには、一切応じない。
11．選定の取消し
　　優先協議者選定後であっても、当該事業者が応募資格に該当しないものとなっ
た場合は、その決定を取消すものとする。また、提案内容に虚偽の記載又は重大
な瑕疵があった場合は、企画提案を無効とし、優先協議者であっても本区はその
決定を取消すことができるものとする。
12．その他
（１） 手続きにおいて使用する言語、通貨及び時刻
　　 本プロポーザルの応募に関して使用する言語は日本語、通貨単位は円、時刻は
日本標準時刻とする。

（2） 費用負担
本募集の応募に関する全ての書類の作成及び提出に係る費用は、応募事業者の
負担とする。
（3） 提出書類の取扱い及び著作権等の知的財産権等について
本募集の応募に関して提出された書類に関する著作権等にかかる知的財産権
又は肖像権等は、それぞれの応募事業者に帰属するものとするが、本区へ提
出された書類はいかなる理由があっても返却しない。また、本区は関係法令
及び関係条例規則等に定める外、本事業の事業者選定以外の目的で、応募事
業者から提出された書類を使用、又は第三者へ情報を提供しない。
（4） 本区から提示する資料の取扱い
本区から提示する仕様書等の資料は、本募集の応募に係る検討以外の目的での
使用は認めない。応募事業者は、選定に至らなかった段階で各応募事業者の責
任において当該資料を破棄することとする。また、応募事業者は、応募にあた
り知り得た情報を第三者に漏らさないものとする。
（5） 提出書類の変更禁止
本区へ提出した書類は、変更することができない。ただし、提出した書類に
不明確な表示等があり、かつ、本区が変更を認めたときはこの限りではない。

（６） 提案の辞退
応募書類の提出後、応募を辞退する場合は、辞退届（様式任意）を提出する。
13．事務局
　　担当：江戸川区教育委員会事務局教育推進課すくすくスクール係
　　住所：〒132-8501　東京都江戸川区中央一丁目４番１号
　　電話：03-5662-0724（直通）
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